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近畿日本鉄道株式会社に対する業務監査の実施結果

項 目 主 な 取 組 み 状 況 等 所 見

１．運賃に関する事項
（１）関係法令、通達に ・近畿日本鉄道株式会社 以下 近鉄 ・関係法令、通達に基づき、適正に処理され（ 「 」

基づく諸手続き等 という ）においては、平成１１年 ている。。
１０月より特急カード「ビスタカー

」 、ドプラス の発売による割引の実施
平成１２年３月より生駒鋼索線の上
限の範囲内での実施運賃の変更等を
行った。

・点字運賃表については、駅改良等の ・点字運賃表については、今後とも、その内
、 。機会に併せてスペースを確保の上順 容に正確を期し 設置を進める必要がある

次設置している。

２ 駅務機器類の整備 ・ 運賃誤表示等防止・対応マニュア ・運賃・料金の正確な収受は運賃制度を適正（ ） 、 「
運賃表の誤表示等 ル」を作成し、関係者に対して周知 に運用するための基本的事項であり、今後

徹底を図り、運賃表の誤表示等の再 とも関係職員への教育指導の徹底等により
発防止に取り組んでいる。 厳正な取扱いを行い、再発防止に万全を期

・しかしながら、過去３年間に次の３ することが必要である。
件の誤表示等が発生。
①一部区間に該当する運賃ボタンが

存在しない券売機の設定誤り
②２枚対応改札機のプログラムミス

により定期券区間を含めた精算を
行う誤収受

③掲出運賃表において正当運賃より
１０円安くする誤表示

・いずれの誤表示等についても利用者
に対しポスターの掲示、申告に応じ
て返金する措置を講じている。

・再発防止策として関係者の作業責任
の明確化、確認手順の再徹底等を図
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っている。

（３）連絡運輸・乗継割 ・連絡運輸については、利用者利便の ・今後は、乗換駅における利用者の利用実態
引制度・企画乗車券 向上を図る観点から、西日本旅客鉄 の再調査、連絡運輸の導入効果、精算のた
等 道株式会社（以下「ＪＲ西日本」と めのコスト、対象事業者の意向等を総合的

いう 、大阪市交通局をはじめと に判断し、連絡運輸による利用者サービス。）
した１４社局と主要駅で実施してい の向上について検討する必要があると考え
る。 る。

・現地監査を行った京都駅において
は、ＪＲ西日本線との間で定期券利
用者が大幅に増加しているデータが
あるにも関わらず、定期券による連
絡運輸を実施していない。

・乗継割引制度は、７駅において、相
手方事業者５社局との間で実施して
いる。

・ビジネス客や観光客の鉄道利用促進 ・今後とも利用者利便の向上、需要の喚起に
及び多様化する旅客ニーズに的確に 資する商品の提供が期待される。
応えるため、各種企画乗車券等の開
発・発売に努めている。

・ＩＣカード化については、他社に遅 ・ＩＣカードの共通化・相互利用化は、乗継
れることなく導入を図っていくこと 時間の短縮、券売機での混雑・不便の解消
としている。 など利用者の利便性の向上に資するもので

あることから、引き続き実用化に向けた検
討・準備が期待される。

２．情報提供に関する事 ・情報誌 近鉄ニュース を毎月配布 ・情報誌やホームページにおいて適切な情報「 」 。
項 ・ホームページにより経営状況、主要 が提供されており、今後とも利用者に対す

駅の構内図やバリアフリーに関する る各種情報の提供を積極的に行うことが期
情報、運賃に関する情報の他、沿線 待される。
でのハイキング・イベント等の情報
を提供している。

・列車の運行情報については、ホーム
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ページ及び携帯電話へリアルタイム
に提供を行っている。

３．案内情報に関する事 ・案内表示については、昭和５５年に ・ 公共交通機関旅客施設の移動円滑化整備「
項 社内基準を策定しているが、平成元 ガイドライン（平成１３年８月 」や「公）

年以降の改定が行われていないこと 共交通機関旅客施設のサインシステムガイ
から 「公共交通機関旅客施設の移 ドブック（平成１４年１１月 」の内容が、 ）
動円滑化整備ガイドライン（平成１ 反映されたガイドラインの整備が期待され
３年８月 」や「公共交通機関旅客 る。）
施設のサインシステムガイドブック
（平成１４年１１月 」の内容が反）
映されたものとはなっていない。

・駅名標において、日本語と英語の２ ・外国人にも使いやすい駅施設とするひとつ
ヶ国語表示を基本としつつ、近鉄難 の取組みとして評価できると考える。
波等のターミナル駅を中心に６５駅
では、経路案内や列車の行き先につ
いて、日本語、英語、中国語及び韓
国語の４ヶ国語表示を実施してい
る。

・伊勢志摩方面へのターミナル駅とな ・特急停車駅以外の駅も外国語標記を実施す
る上本町駅等外国人旅行者の利用も るなど一般利用者の視認性も考慮しながら
多いと考えられる駅についても、券 外国人のニーズを勘案した案内情報提供の
売機上の路線図式運賃表について 充実が期待される。
は、特急停車駅以外は日本語標記の
みとなっている。

・車内における案内表示については、 ・車内での外国語放送等の充実についても検
特急用車両及び一部の一般用車両に 討が期待される。
おいてＬＥＤによる日本語及び英語 ・車内での対応に併せて、駅のナンバリング
による案内を行っているが、特急を の導入の可否についての検討が期待され
含むすべての車両で車内での英語に る。
よる案内放送は行われていない。
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・ターミナル駅を中心に駅構内のリニ ・利用者利便に資する設備については、引き
ューアルに合わせて、ＬＥＤ化や４ 続き整備を進められたい。
ヶ国語表示等案内表示の整備を進め
ていくとともに、英語対応の液晶パ
ネル方式の券売機について、機器の
更新の際、順次増設していくことと
している。

・ターミナル駅における案内表示の整 ・他のターミナル駅においてもこうした関係
備について、基本的にラッチ内は独 事業者との調整を図り、ラッチの内外にか
自に整備しており、関係事業者等と かわらず、利用者にとって分かり易い案内
の調整は行っていないところ、近鉄 表示の整備に努めることが期待される。
難波駅等一部のターミナル駅につい
ては、関係事業者等と連絡会議を設
け、地下街等ラッチ外の表示につい
て、統一的に整備するよう検討を進
めている。

・観光客が多く利用するターミナル駅 ・駅施設内において、普段近鉄を利用しない
においても案内所がほとんど設置さ 旅行客等からの問い合わせに的確に対応で
れていない。 きるよう、案内所のさらなる設置等の検討

が期待される。

４．バリアフリー対策に ・エレベーターについては６３駅で、 ・現時点での達成率にかんがみると目標の達
関する事項 エスカレーターについては７７駅で 成が懸念されるところでもあり、今後は、

設置されているものの段差の解消に 補助制度の趣旨を十分に理解した上で、自
関し、移動円滑化基準に完全に適合 主財源による整備も積極的に検討し、平成
している駅は４９駅で１日当たりの ２２年までの基本方針の目標達成に向けた
平均利用者数５千人以上の駅１２３ 確固たる整備計画の策定を行うとともに、
駅の４０％となっており、平成２２ 関係者との調整を図り、整備の促進を図る
年までには１日当たりの平均利用者 必要がある。
数が５千人以上の駅のうちワンルー
トが確保されていない駅に対して
は、国や自治体からの補助を前提と
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して、エレベーター設置を基本とし
た段差の解消を可能な限り図りたい
としている。

・視覚障害者誘導用ブロックについて
は、１日当たりの平均利用者数が５
千人以上の１２３駅のうち移動円滑
化基準に適合している駅が３０駅で
整備率２４％であるが、平成１６年
度にはほぼ１００％の適合となる予
定である。身体障害者対応型便所の
設置については、同１２３駅のうち
８５駅（うち、移動円滑化基準に適
合している駅は１２駅で整備率１０
％）となっている。また、全ての鉄
軌道駅で車いすで入出できる通路を
設けているほか、幅広自動改札機の
整備を進めることとしている。

・監査時点において、近鉄の駅を含む ・バリアフリー化整備促進のためのバリアフ
バリアフリー基本構想が策定されて リー協議会等へは、今後とも、積極的に参
いるのは、１８駅であるが、京都駅 画していくことが必要である。
等についても、バリアフリー基本構
想の策定に向け検討が進められてい
る。

・一部の駅では、バリアフリー施設が ・バリアフリー施設の整備後も、バリアフリ
整備されているものの、駅周辺の不 ー施設有効利用のため、関係者との十分な
法駐輪等により視覚障害者誘導用ブ 調整により駅周辺における駅施設へのルー
ロック等のバリアフリー施設が利用 ト確保が適切になされるよう一層の努力が
しにくくなっているといった問題が 期待される。
ある。

・未整備駅等における対応体制につい ・要員を確保するため、一定の時間がかかる
ては、基本的に駅員の介助により対 こともあることから、利用者利便にかんが
応している。また、無人駅について み、あらかじめ、利用者からの連絡がある
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は、あらかじめ利用の連絡を受け、 ことが望ましく、この点、利用について、
最寄の駅から駅係員を派遣している 事前の案内情報の提供に努めることが期待
ほか、ワンマン運転区間においては される。
運転士が介助する場合もあり、いず
れの場合も基本的には、随時対応可
能としている。

・駅係員については、年間訓練の中で ・鉄道事業者として、駅係員の的確な対応を
バリアフリーに関する訓練も行って 図るためには、鉄道旅客サービスを担う自
おり、交通エコロジー・モビリティ 社におけるバリアフリーに関する駅係員の
財団のマニュアル等を配布し、駅係 マニュアル整備についても検討すべきであ
員のバリアフリーに対する理解を深 る。
めている。

・平成１６年度から、駅係員の「サー ・駅係員の質の向上については、今後とも積
ビス介助士」資格の取得を促進する 極的に取り組むべきであるとともに、駅に
こととしている。 おけるバリアフリーボランティアの活用等

についてもあわせて研究することが期待さ
れる。

・ホームページにおいて、バリアフリ ・ホームページ上では一部の駅しか構内図が
ーに関する情報提供を行っている。 掲載されていない等利用者利便の向上のた
また、耳や言葉の不自由な利用者の めにはホームページについて更なる改善の
ため、主要駅においては、ＦＡＸ送 余地があるものと考えられ、この点につい
信サービスを行っており、ホームペ ても検討する必要がある。
ージ上でもその旨の案内を行ってい
る。

５．乗継利便等に関する ・自社線内では、急行等の優等列車と ・利用者利便に心がけた取組みを行っている
事項 各駅停車の乗継駅において、３分程 ことが認められる。

度の待ち合わせで乗り換えられるよ
うダイヤを調整している。また、伊
勢中川駅では大阪線特急と名古屋線
特急間で、大和八木駅では大阪線特
急と橿原線特急間で、同一ホームで
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の乗り換えが概ね可能となってい
る。

・都市部では、他社線及び他モードと
の接続ダイヤに関する調整について
は、特に行っていない。

・他モードとの乗り継ぎに関しては、 ・他モード間においても、利用者利便を損な
バスとの関係において、バス会社に わないよう引き続き連携を図ることが期待
あらかじめダイヤ改正の内容を提供 される。
することにより、最終電車と最終バ
スのダイヤの調整等を行っている。

・相互直通運転は、京都線と京都市交 ・京都市交通局烏丸線との相互直通運転につ
通局烏丸線、東大阪線と大阪市交通 いては、近鉄は相互直通路線とは別に自社
局中央線及び大阪港トランスポート の京都線で京都駅まで運行しており、近鉄
システム（ＯＴＳ）テクノポート線 利用者が京都駅まで京都市交通局の相互直
で行っている。 通線を経由して乗車した場合、近鉄竹田駅

までの乗車運賃とは別に京都市交通局の竹
、田駅･京都駅間の乗車運賃も発生するため

近鉄のみで京都駅まで利用した場合と比較
して運賃が高くなることから、利用者との
トラブルが生じないよう、今後も、車内で
の注意放送等、適切な案内に努めることが
期待される。

・今後 けいはんな線と大阪市交通局 ・利用者利便を十分に考慮するよう、関係者、 、
及び阪神電鉄とも相互直通運転が予 間で検討する必要がある。
定されている。

・他社線との乗換駅においては、自社 ・一定の乗り継ぎの利便を確保していると認
と他社の乗車券を２枚重ねて利用で められる。
きる自動改札機の導入等を行ってい
る。例えば、鶴橋駅では、ＪＲ西日
本線と近鉄線との乗り換えは１ラッ
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チでホームに出入りが出来るととも
に、自動改札機は、スルッとＫＡＮ
ＳＡＩ・Ｊスルーカード等の利用に
加え、ＪＲ運賃にも対応するため３
枚処理機を導入している。

・ＩＣカードについては、他社に遅れ ・関西圏でのＩＣカードの共通・相互利用化
ることなく導入を図っていくことと にも寄与し、利用者利便の大きな向上が期
している。 待されるところであるが、近鉄の路線は関

西圏のみならず中部圏にもわたっているこ
とから、今後、検討が進むと思われる中部
圏でのＩＣカード導入にも留意しつつ、こ
れとの相互利用化が図られ、利用者利便が
確保されるよう検討する必要がある。

６．輸送障害時の旅客対 ・輸送に大きな影響を及ぼす鉄道運転
応に関する事項 事故、３０分以上の列車遅延及び災

害（以下「事故等」という ）が発。
生したときの対処方法を定めた規程
及びマニュアルを、駅業務を委託し
ている株式会社近鉄ステーションサ
ービス（以下「ＫＳＳ」という ）。
と共同で作成している。

・近鉄は、乗務員に対し、年間計画を ・今後とも、乗務員及び駅係員に対する研修
定め研修を実施するとともに、年３ 及び総合訓練等を継続して行い、乗務員及
回の総合訓練等を実施している。ま び駅係員が事故等発生時におけるマニュア

。 、た、ＫＳＳは、駅係員に対し、年間 ル等の内容を熟知させる必要がある なお
計画を定め研修を実施するととも 近鉄はＫＳＳが行う研修内容等について、
に、２ヶ月に１回程度の業務研究会 責任を持って確認することが必要と考え
の開催並びに年３回の総合訓練を実 る。
施している。

７．駅業務委託に関する ・近鉄においては、駅業務をＫＳＳに
事項 委託しており、駅長及び助役は近鉄
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との兼務で業務に従事している。
・ＫＳＳは平成１７年度から新入社員 ・新入社員の採用により、サービス水準の低

を採用する予定としている。 下とならないよう留意する必要がある。
・新入社員に対する当初の研修は、Ｋ ・駅係員に対する研修については、近鉄が責

ＳＳの管理部門が行い、駅における 任を持ってその内容等を確認する必要があ
研修は駅長等が行うこととしてい る。
る。

８．利用者からの意見等 ・近鉄においては、平成１６年１月か ・今後とも利用者からの意見等については真
、 、に関する事項 らホームページ上に利用者からの意 摯に受け止め 駅係員の提案にも耳を傾け

見等を受け付ける窓口を開設し、利 利用者利便等の向上、利用促進策の検討等
用者からの投稿、電話、手紙等で寄 を継続的に行うことが重要と考える。

（ 「 」せられた意見等 以下 お客様の声
という ）及び駅助役が駅係員に対。
しヒアリングを行い収集した利用者

（ 「 」の隠れた要望 以下 社員の気付き
という ）並びにこれら意見等に対。
する各部署での対応結果をデータベ
ース化した「お客様の声システム」
の運用を開始した。

「 」 「 」・ お客様の声 及び 社員の気付き
で蓄積した内容を職場内での事例研
究や接遇教育資料として活用すると
ともに、利用者との応対が多い職場
では、参考となる事例をピックアッ
プして備え付け、利用者との応対に
役立てている。

９．暴力行為、迷惑行為 ・平成１５年における暴力行為が１４
に関する事項 件、痴漢行為が７３件発生し、平成

１６年９月末現在で暴力行為が７
、 。件 痴漢行為が３０件発生している

・鉄道警察隊から迷惑行為防止の協力 ・近鉄は、迷惑行為の防止に積極的に協力し
依頼を受けた場合には、実施駅、実 ているが、近鉄の利用者が迷惑行為等を受
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施期間、時間、文案を定め駅構内で けている認識に立ち、近鉄自ら迷惑行為等
放送を実施している。 の撲滅のため啓蒙活動を積極的に行うこと

・平成１３年度から年２回、社団法人 が必要である。
日本民営鉄道協会からの協力依頼に ・迷惑行為等が起こった場合の適切な対応及
より、同協会が作成したポスターを び利用者に対する周知・啓発を行うことが
駅及び車内に掲出している。 望まれる。

・奈良線上りにおいて、平日ダイヤの
始発から９時３０分までに近鉄難波
駅に到着する快速急行を対象とし
て、女性専用車両の導入を平成１５
年３月１９日から試験的に、同年１
０月１４日から本格的に実施してい
る。


